
企業ノウハウを活用した福祉施設における就労支援の促進

労働局

福祉施設 企業

○ 企業における就労についての理解が不十分
○ 就労支援ノウハウの不足

企業からみた福祉的就労に対する問題意識

○ 施設での訓練だけでは技術面で未熟

○ 企業で働くということに対する意識が不十分

○ 基本的労働習慣が未形成

・ 障害者の雇用管理等の知識・経験を有する企業

の人材を「障害者就労アドバイザー」として登録

・ 一般雇用に関する理解、就労支援方法に

関する「福祉施設等就労支援セミナー」の実施

・ 「障害者就労アドバイザー」の派遣

これらの問題を解決し、福祉から雇用への移行を促進

福祉施設を利用している障害者の雇用に消極的

・一般雇用に対する不安
・企業の実態と乖離した作業内容
・作業に慣れた障害者でも、一般雇用への送り

出しに消極的

福祉施設における就労支援の問題点

～障害者就労支援基盤整備事業～



 

福祉的就労から雇用への移行促進 
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就職に向けた取組み 就職

上記の福祉施設等 
副主査 

副主査 

支援関係者・専門機関 

○ 障害者団体、障害者支援団体 

○ 地域障害者職業センター 

○ 障害者就業・生活支援センター 

○ 障害者雇用支援センター 

○ 職業能力開発校 

○ 障害者地域生活支援センター 

○ 福祉事務所 等 

ハローワーク 
  ・ 専門援助部門が担当 
  ・ 就労支援コーディネーターを配置し、
    関係機関と調整 
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○ 授産・更生施設、小規模作業所 
○ 医療保健福祉機関 
○ 盲・ろう・養護学校 
○ 精神障害者社会適応訓練 

事業の協力事業所 等 

 福祉施設等 

 職場定着 

職業生活の 
安定 

～地域障害者就労支援事業～ 

福祉施設等での訓練と事業所で
の実習を組み合わせた「組合せ
実習」も活用 




